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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光取り出し面を形成し窒化物半導体結晶を含む第１半導体層と、
　前記第１半導体層の上に設けられ活性層を有する発光層と、
　前記発光層の上に設けられた第２半導体層と、
　前記第１半導体層の屈折率よりも低い屈折率を有し、前記光取り出し面を部分的に覆っ
て凹凸形状の凸部となり、窒化物半導体結晶を含む低屈折率層と、
　を備え、
　前記第１半導体層が前記低屈折率層を基点に前記低屈折率層の上に一体の膜となるよう
にエピタキシャル成長して前記低屈折率層の格子と前記第１半導体層の格子とが連続した
ことを特徴とする半導体発光素子。
【請求項２】
　前記光取り出し面は、凹凸形状を有し、
　前記低屈折率層は、前記光取り出し面の前記凹凸形状の上に設けられたことを特徴とす
る請求項１記載の半導体発光素子。
【請求項３】
　前記低屈折率層は、Ａｌを含み、
　前記第１半導体層のＡｌの含有量は、前記低屈折率層のＡｌの含有量よりも少ないこと
を特徴とする請求項２記載の半導体発光素子。
【請求項４】
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　基板と、
　凹凸形状を有する光取り出し面を形成し窒化物半導体結晶を含む半導体層と、
　前記半導体層の屈折率よりも低い屈折率を有し、前記凹凸形状の上に設けられ前記光取
り出し面を部分的に覆って凹凸形状の凸部となり、窒化物半導体結晶を含む低屈折率層と
、
　を備え、
　前記半導体層が前記低屈折率層を基点に前記低屈折率層の上に一体の膜となるようにエ
ピタキシャル成長して前記低屈折率層の格子と前記半導体層の格子とが連続したことを特
徴とするウェーハ。
【請求項５】
　結晶基板の上に、前記結晶基板の主面を部分的に覆うようにＡｌを含む窒化物半導体結
晶を含む第１結晶層を形成し、
　前記第１結晶層の上に前記第１結晶層よりもＡｌの含有量が少ない窒化物半導体結晶を
含む第２結晶層であって、前記第１結晶層の格子と連続した格子を有する第２結晶層を前
記第１結晶層に覆われていない前記結晶基板の表面には形成しないまま前記第１結晶層を
基点に前記第１結晶層の上に一体の膜となるようにエピタキシャル成長させた後、
　前記結晶基板を剥離し、前記結晶基板の主面に対向する前記第２結晶層の主面に前記第
１結晶層が凸部となる凹凸形状を形成することを特徴とする窒化物半導体結晶層の製造方
法。
【請求項６】
　前記第２結晶層の屈折率は、前記第１結晶層の屈折率よりも高いことを特徴とする請求
項５記載の窒化物半導体結晶層の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、半導体発光素子、ウェーハ、および窒化物半導体結晶層の製造方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　化合物半導体は高周波素子で代表される高速電子デバイス、発光・受光素子で代表され
る光デバイスなどさまざまな分野で利用されており、高性能な素子が実用化されている。
【０００３】
　しかしながら、光取り出し面を形成する結晶層の屈折率と、大気の屈折率と、の差が大
きいと、効率よく光を取り出すことができない。また、光取り出し面の表面に凹凸加工を
施しても、凹凸の再現性が悪いと、素子間の特性が不均一となる。半導体発光素子におい
て光取り出し効率の向上が望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２７８２３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の実施形態は、再現性よく光取り出し効率を向上させることができる半導体発光
素子、ウェーハ、および窒化物半導体結晶層の製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施態様によれば、第１半導体層と、発光層と、第２半導体層と、低屈折率層
と、を備えた半導体発光素子が提供される。前記第１半導体層は、光取り出し面を形成し
窒化物半導体結晶を含む。前記発光層は、前記第１半導体層の上に設けられ活性層を有す
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る。前記第２半導体層は、前記発光層の上に設けられている。前記低屈折率層は、前記第
１半導体層の屈折率よりも低い屈折率を有し、前記光取り出し面を部分的に覆って凹凸形
状の凸部となり、窒化物半導体結晶を含む。前記第１半導体層は、前記低屈折率層を基点
に前記低屈折率層の上に一体の膜となるようにエピタキシャル成長する。前記低屈折率層
の格子と前記第１半導体層の格子とは、連続している。

【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施の形態にかかる半導体発光素子を表す断面模式図である。
【図２】他の実施の形態にかかる半導体発光素子を表す断面模式図である。
【図３】さらに他の実施の形態にかかる半導体発光素子を表す断面模式図である。
【図４】さらに他の実施の形態にかかる半導体発光素子を表す断面模式図である。
【図５】図２に表した半導体発光素子に透明導電体膜が設けられた状態を表す断面模式図
である。
【図６】図４に表した半導体発光素子に透明導電体膜が設けられた状態を表す断面模式図
である。
【図７】図７（ａ）～図７（ｃ）は、実施の形態に係るウェーハおよび窒化物半導体結晶
層の製造方法を例示する断面模式図である。
【図８】図８（ａ）～図８（ｆ）は、実施の形態に係るウェーハおよび窒化物半導体結晶
層の他の製造方法を例示する断面模式図である。
【図９】図９（ａ）および図９（ｂ）は、さらに他の実施の形態にかかる半導体発光素子
を説明する断面模式図である。
【図１０】図１０（ａ）および図１０（ｂ）は、さらに他の実施の形態にかかる半導体発
光素子を説明する断面模式図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、実施の形態について図面を参照しつつ説明する。なお、各図面中、同様の構成要
素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。　
　図１は、実施の形態にかかる半導体発光素子を表す断面模式図である。　
　本実施形態にかかる半導体発光素子１１０は、ｎ形層（第１半導体層）１０と、ｐ形層
（第２半導体層）２０と、ＭＱＷ（Multiple Quantum Well）活性層（発光層）３０と、
支持基板４０と、突起部（低屈折率層）６０と、反射金属８０と、を備える。そして、本
実施形態にかかる半導体発光素子１１０では、ｐ形層２０、ＭＱＷ活性層３０、ｎ形層１
０のＬＥＤ（Light Emitting Diode）積層構造に対して、ｐ形層２０側に反射金属８０を
介してＳｉ基板からなる支持基板４０が接合されている。反射金属８０は、電極膜を兼用
する。
【０００９】
　第１半導体層１０は、第１導電形を有する。第２半導体層２０は、第２導電形を有する
。すなわち、第２半導体層２０は、第１半導体層１０の導電形とは異なる導電形を有する
。本実施形態では、第１導電形がｎ形であり、第２導電形がｐ形である。
【００１０】
　ｎ形層１０側は、光取り出し面１０ｂとなっている。ｎ形層１０には、例えばｎ形Ｇａ
Ｎ層が用いられる。ｐ形層２０には、例えばｐ形ＧａＮ層が用いられる。平坦なｎ形層１
０の表面（光取り出し面１０ｂ）には、突起状の突起部６０が形成されている。突起部６
０は、例えばＡｌＮを含む。このとき、ＧａＮの屈折率はおよそ２．５であるのに対して
ＡｌＮの屈折率はおよそ２．１である。また、Ａｌ及びＧａの混晶系であるＡｌＧａＮは
両者の中間の屈折率をとるので、ＧａＮより屈折率が低く、突起部の材料として有効であ
る。さらに、高屈折率の第１半導体層１０と低屈折率材料との間での不本意な光反射、あ
るいは散乱を防止するため、両者の界面には中間層が存在しないことが望ましい。また、
できれば両者がいずれも結晶材料であり、格子が連続していることがより望ましい。本実
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施形態では、光取り出し面１０ｂに対して垂直にみたときに、突起部６０は、１辺３００
ｎｍ、高さ５００ｎｍの正六角柱の形状を有する。また、図１に表したように、光取り出
し面１０ｂには、複数の突起部６０が形成され、互いに１μｍ間隔で配置されている。な
お、突起部６０の形状は、必ずしも正六角柱でなくともよく、三角柱、四角柱、円柱など
でもよい。あるいは三角形、四角形、多角形、円などを底面に有する錐状の形状でもよい
。
【００１１】
　図２は、他の実施の形態にかかる半導体発光素子を表す断面模式図である。　
　また、図３は、さらに他の実施の形態にかかる半導体発光素子を表す断面模式図である
。　
　また、図４は、さらに他の実施の形態にかかる半導体発光素子を表す断面模式図である
。　
　また、図５は、図２に表した半導体発光素子に透明導電体膜が設けられた状態を表す断
面模式図である。　
　また、図６は、図４に表した半導体発光素子に透明導電体膜が設けられた状態を表す断
面模式図である。　
　なお、図２～図６に表した半導体発光素子では、図１に表した支持基板４０を省略して
いる。
【００１２】
　図１に表した半導体発光素子１１０では、平坦なｎ形層１０上に突起部６０が突起状に
形成されている例を示しているが、図２に表した半導体発光素子１２０のように、突起部
６０は、ｎ形層１０に一部埋め込まれていてもよい。あるいは、図３に表した半導体発光
素子１３０のように、ｎ形層１０の表面（光取り出し面１０ｂ）に凹凸があり、突起部６
０は、凸部１０ｃ上に形成されていてもよい。あるいは、図４に表したように、ｎ形層１
０に突起部６０が完全に埋め込まれて表面（光取り出し面１０ｂ）が平坦になっていても
よい。
【００１３】
　光取り出し効率の観点では、図１あるいは図３のように、突起部６０が突出している形
状のほうが有利である。　
　一方、図５および図６に表したように、凹凸面（突起部６０を含む光取り出し面１０ｂ
）上に酸化インジウム錫（ＩＴＯ）に代表される透明導電体膜７５を積層しｎ側電極とす
る場合には、図２に表した半導体発光素子１２０あるいは図４に表した半導体発光素子１
４０のほうが有利である。一般に積層するＩＴＯ層（透明導電体膜）７５の厚さが２００
ｎｍ程度であり、表面の凹凸が小さいほうがＩＴＯ膜厚に対して同等かそれ以下であるほ
うが、透明導電体膜７５の段切れなどの問題が生じにくいためである。
【００１４】
　図１～図６に表した半導体発光素子において、突起部６０は、ｎ形層１０の屈折率より
も小さい屈折率を有する材料により形成されている。前述したように、突起部６０には、
例えばＡｌＮが用いられる。また、ｎ形層１０には、例えばｎ形ＧａＮ層が用いられる。
【００１５】
　ここで、参考例について説明する。例えば、窒化物半導体からなる発光素子では、（０
００１）面を表面とするサファイア基板上に同じく（０００１）面を表面とする窒化ガリ
ウム結晶層を形成し、さらにＩｎＧａＮ薄膜結晶層からなる活性を組み合わせて、発光効
率が高い良質な発光ダイオードなどが作成されている。
【００１６】
　サファイア上に窒化物半導体結晶層を積層する発光ダイオードでは、サファイア基板上
にｎ形ＧａＮ層、量子井戸型発光層、ｐ形ＧａＮ層を積層した構造を用い、サファイア基
板が対象とする青色領域の波長帯に対してほぼ透明であることから、サファイア基板の裏
面に反射膜を形成した上で、表面側のｐ形ＧａＮ上部より光を取り出す構造（Face-up構
造）を採用していることが多い。この場合、サファイア基板の裏面側に反射金属膜を貼り
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付け、基板裏面側への光の漏れ出しを抑制し、結晶層表面（ｐ電極側）からより多くの光
を取り出す設計となっている。このとき、ＧａＮ結晶層とサファイア基板との屈折率差に
起因して、小さい角度の散乱により光が反射層に至らず、基板で吸収されてしまうことが
ある。これを防ぐため、サファイア基板表面に高さ１μｍ程度の凹凸加工を施し、この上
にＧａＮ結晶層を積層することによりＧａＮ層からの光を効率よく反射膜に導き、またＧ
ａＮ層に戻すように設計されている。
【００１７】
　一方、他の参考例として、より高い光出力を目指し、電流注入を増大する動作条件下で
は発熱に対する対策が重要となる。そのために、窒化物半導体からなるＬＥＤ構造をサフ
ァイア基板上にエピタキシャル成長した後、ｐ形ＧａＮ層からなる表面側を熱伝導性の高
い支持基板に貼り付け、サファイア基板を剥離した構造（Thin-film構造）を採用してい
る例がある。この場合、サファイア基板を剥離したｎ形ＧａＮ層端面が露出して光取り出
し面かつコンタクト面となる場合がある。このとき光取り出し面となるＧａＮ結晶層の表
面が平坦な場合、大気の屈折率差に起因して、光が全反射し、効率よく光を取り出すこと
ができない。そのため、光取り出し面となるＧａＮ層表面をＫＯＨなどによるエッチング
で凹凸形状に加工する方法が採用されている。
【００１８】
　このようにThin-film型素子構造では、光取り出し面の表面をエッチングなどの手法に
より凹凸加工を施すことにより、光取り出し効率の向上を実現しているが、ＫＯＨエッチ
ングに代表されるウェットエッチングでは再現性が不十分で、素子間の特性が不均一にな
る場合がある。
【００１９】
　これに対して、本実施形態にかかる半導体発光素子では、突起部６０は、ｎ形層１０の
屈折率よりも小さい屈折率を有する材料により形成され、光取り出し面１０ｂを部分的に
覆っている。そのため、突起部６０による均一素材の凹凸形状により、光取り出し効率を
向上させることができる。また、突起部６０による均一材料の凹凸加工により、参考例と
比較して凹凸加工の段差をより低くすることができる。また、突起部６０が光取り出し面
１０ｂを全体的に覆っている場合と比較して、縦方向（膜厚方向）の抵抗を小さくするこ
とができる。
【００２０】
　次に、このような半導体発光素子構造を作成するためのプロセスの一例について説明す
る。　
　図７（ａ）～図７（ｃ）は、実施の形態に係るウェーハおよび窒化物半導体結晶層の製
造方法を例示する断面模式図である。　
　図８（ａ）～図８（ｆ）は、実施の形態に係るウェーハおよび窒化物半導体結晶層の他
の製造方法を例示する断面模式図である。
【００２１】
　薄膜窒化物半導体結晶成長用基板として（１１１）面を表面とするシリコン基板（結晶
基板）５０を用意する。なお、薄膜窒化物半導体結晶成長用基板は、シリコン基板に限定
されず、サファイア基板であってもよい。本実施形態において、シリコン基板５０の厚さ
は、例えば約５２５μｍ程度であるが、例えば約２５０μｍ～８００μｍの間で任意に選
んで問題ない。
【００２２】
　一般に大気中に置かれているＳｉ（シリコン）基板表面は、自然酸化膜で被覆されてい
る。そのため、この自然酸化膜を除去し、基板表面に水素終端処理を施すために、酸処理
洗浄を施した後に、薄膜成長用基板（シリコン基板５０）を濃度１％程度の希弗酸溶液に
より約１分程度の処理を行う。この処理によりシリコン結晶層（シリコン基板５０）の表
面は水素で終端された表面構造となり、はっ水性の表面となる。
【００２３】
　続いて、図７（ａ）に表したように、表面が水素終端されたシリコン基板５０を成膜装
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置に導入し、厚さ５００ｎｍのＡｌＮ層６０ａを積層する。ＡｌＮの成膜にはＥＣＲプラ
ズマスパッタ装置を用いており、Ａｒガスと窒素ガスとの混合雰囲気下でプラズマ放電を
行いアルミニウムターゲットをスパッタすることにより、およそ３０分で５００ｎｍのＡ
ｌＮ膜を積層することができる。本実施形態では成膜温度を５００℃としているが、成膜
温度は例えば１００℃～８００℃の間で任意に選択できる。本実施形態ではＡｌＮ層６０
ａの成膜にＥＣＲプラズマスパッタ装置を用いているが、成膜方法の選択は任意であり、
ＭＯＣＶＤ（有機金属を用いた気相成長法）装置、分子線エピタキシー法（ＭＢＥ：Mole
cular Beam Epitaxy）装置などを用いてもよい。
【００２４】
　続いて、図７（ｂ）に表したように、シリコン基板５０上に５００ｎｍのＡｌＮ層６０
ａを積層した基板は、成膜装置から取り出され、フォトリソグラフィー工程により表面加
工される。具体的にはＡｌＮ層６０ａを一辺３００ｎｍの六角柱形状に残し、周囲をエッ
チングする。六角柱形状のＡｌＮ（第１結晶層）は、１μｍ間隔で配置されている。六角
柱形状のＡｌＮが残存している部分以外はシリコン基板５０の表面が露出している。つま
り、六角柱形状のＡｌＮは、図１に関して前述した突起部６０に相当する。
【００２５】
　続いて、図７（ｃ）に表したように、ＡｌＮ層６０ａをエッチング加工した基板を再び
酸処理により洗浄した後、該基板をＭＯＣＶＤ（有機金属を用いた気相成長法）装置に導
入し、基板温度を１１００℃まで昇温し、ＴＭＧ（トリメチルガリウム）およびＮＨ３（
アンモニア）を原料として２μｍの窒化ガリウム層（第２結晶層）１０ａを形成する。つ
まり、窒化ガリウム（ＧａＮ）層１０ａは、例えば図１に関して前述したｎ形層１０に相
当する。このように、シリコン基板５０の主面を部分的に覆うようにＡｌを含む窒化物か
らなる第１結晶層（本実施形態ではＡｌＮ）を形成し、第１結晶層の上にＡｌの含有率が
第１の結晶層よりも少ない窒化物からなる第２結晶層（本実施形態ではＧａＮ）を成長す
ることで、本実施形態にかかるウェーハ２１０が形成される。
【００２６】
　このとき、該ＧａＮ層１０ａにはシリコン（Ｓｉ）が不純物として１×１０１９（ａｔ
ｏｍｓ・ｃｍ－３）の濃度で添加されている。ここで、ＡｌＮ（突起部６０）の凹凸形状
を有する基板の上に直接ｎ形ＧａＮ層を形成するのではなく、不純物を含まないＧａＮ層
を１～３μｍ程度成長した後、ｎ形ＧａＮ層を積層してもよい。ただし、不純物を含まな
いＧａＮ層を最初に成長した構造では、光取り出し面１０ｂからのコンタクトは困難にな
るので、後述の通り、コンタクト電極形成のための加工が行われる。
【００２７】
　ここで、本発明者の検討の結果、本実施形態のように、シリコン基板５０の一部がＡｌ
Ｎ（突起部６０）で覆われた基板の上に高温でＧａＮ層１０ａをエピタキシャル成長する
場合において、次のようなことが分かった。ＡｌＮ上とＳｉ結晶面上とでは、原料分子の
吸着・解離の確率が異なる。高温においては、Ｓｉ結晶面上よりもＡｌＮ層上でＧａＮ薄
膜結晶の成長が促進される。また、突起状のＡｌＮ部の上で成長するＧａＮ層１０ａは、
＜１１１＞軸方向（基板面に対して垂直な方向）のみでなく横方向にも成長する。そのた
め、やがて隣接するＡｌＮ突起を基点に成長を開始しているＧａＮ層１０ａと結合し、一
体の膜となって基板表面を被覆する。また、ＧａＮ層の結晶成長に先立ち、原料に用いる
アンモニアを、ＴＭＧに先行して導入するなどして、Ｓｉ結晶表面に窒化シリコン（Ｓｉ
Ｎ）層を形成することにより、ＡｌＮ上の結晶成長の選択比をより高めることができる。
【００２８】
　前述のように、成膜時の気相雰囲気温度などを調整することにより、シリコン基板５０
上にはＧａＮ層１０ａが形成されず、ＡｌＮの突起部６０を基点にＧａＮ層１０ａが形成
される。そのため、最終的にＧａＮ層１０ａが一体の膜として形成された後には、ＡｌＮ
の突起部６０同士の間の領域は空間として残存する。このとき、突起部６０の頂面に対し
て、ＧａＮ結晶層が平坦になるか、あるいは突起部６０の頂面よりも下部にＧａＮ膜が食
い込むかは、成長条件により調整可能である。
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【００２９】
　このように、ＡｌＮの突起部６０の間に空間が存在すると、その空間の部分のＧａＮ層
１０ａにおける転位密度を低減することができる。これにより、その部分のＧａＮ層１０
ａの結晶性をより良くすることができる。また、ＡｌＮの突起部６０の間に空間が存在す
るため、ＧａＮ層１０ａの形成後の降温過程における熱膨張係数の差に起因する収縮を吸
収あるいは緩和することができる。これにより、シリコン基板５０／ＧａＮ層１０ａの２
層構造で生ずる反り、およびそれに伴うクラックの発生を抑制することができる。
【００３０】
　続いて、ｎ形ＧａＮの成長をした後、このｎ形窒化ガリウム結晶層（ｎ形層１０）の上
にＩｎＧａＮとＧａＮの多層膜からなる発光層３０（図１参照）を積層する。また、発光
層３０を光らせるための電流注入をするために、結晶構造の上部側にはｐ形（Ｍｇ）のド
ーピングをする。本実施形態では、ｎ形ＧａＮ結晶層（ｎ形層１０）、発光層３０及びｐ
形層２０の薄膜結晶成長の手法として有機金属を用いた気相成長法（ＭＯＣＶＤ法）を挙
げているが、一般に窒化物半導体結晶成長に用いられている薄膜結晶成長法である分子線
エピタキシー法（ＭＢＥ： Molecular Beam Epitaxy）やＨＶＰＥ法（Hydride Vapor Pha
se Epitaxy）などいずれの方法を用いてもかまわない。
【００３１】
　また、このようにしてＬＥＤ構造の薄膜結晶をエピタキシャル成長した後、ｐ形層２０
表面に反射膜兼コンタクト層としてのＡｇを含む金属膜（反射金属８０、図１参照）、例
えば銀ニッケル層を積層する。その後、シリコンあるいは銅などの支持基板４０（図１参
照）を貼り合わせる。次に、薄膜結晶成長用基板であるシリコン基板５０を除去する。ｐ
形層２０側に支持基板４０を貼り付けた後、成長基板（シリコン基板）５０を研削するこ
とにより成長用のシリコン基板５０を除去することが可能である。このとき、シリコン基
板５０をおおむね研削により除去した後、最終的にＳＦ６ガスをエッチャントとするドラ
イエッチングでわずかに残ったＳｉを除去することにより、シリコン基板５０上に最初に
形成したＡｌＮの突起部６０及びＧａＮ層１０ａを露出させることができる。
【００３２】
　最終的にＡｌＮの突起部６０同士の間に露出しているｎ形ＧａＮ層（ｎ形層１０）に細
線電極７０（図１参照）を形成し、さらに反射金属８０にｐ形電極を形成することにより
ＬＥＤが完成する。このとき、前述のように、ＡｌＮ突起構造を有するＳｉ基板上にＧａ
Ｎ薄膜結晶層を成長する際に、最初に不純物を含まないＧａＮ結晶層を成長した際には、
窒化物薄膜成長用のシリコン基板５０を除去した表面からはｎ形コンタクトが取れない。
そのため、不純物を含まないＧａＮ層をエッチングしてｎ形ＧａＮ層を露出させた後にｎ
形コンタクトを形成する。
【００３３】
　なお、図７（ａ）～図７（ｃ）を参照しつつ説明した窒化物半導体結晶層の製造方法で
は、図７（ｂ）に表したプロセスにおいて、シリコン基板５０の表面が部分的に露出する
までＡｌＮ層６０ａをエッチングしたが、これだけに限定されるわけではない。本実施形
態にかかる他の製造方法として、シリコン基板５０の表面が部分的に露出する前に、Ａｌ
Ｎ層６０ａのエッチングを止めてもよい。図８（ａ）～図８（ｆ）に、他の製造方法のプ
ロセスの例を示す。まず、図８（ａ）に示すとおり、Ｓｉ基板５０上にＡｌＮ層６０ａを
形成する。このとき、ＡｌＮ層６０ａの厚さは、８００ｎｍとしている。但し、ＡｌＮ層
６０ａの厚さは３００ｎｍから２μｍ程度の間であればいずれでもよい。続いて、図８（
ｂ）に表したように、ＡｌＮ層６０ａをフォトリソグラフィーの手順に従い凹凸加工する
。このとき、凹凸加工を有するＡｌＮ層６０ｂの凸部の形状は、前述の通り三角形、四角
形、多角形、円などを底面にもつ柱状、あるいは錘状が含まれる。
【００３４】
　そして、前述したように、凹凸形状を有するＡｌＮ層６０ｂ上にＧａＮ層１０ａを成長
させる（図８（ｃ））。さらに、発光層３０、ｐ形層２０、および反射金属８０を形成し
（図示せず）、支持基板４０を貼り合わせた後（図示せず）、シリコン基板５０を除去す
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る。このとき、ＧａＮ層１０ａの表面が部分的に露出する前にＡｌＮ層６０ｂが表面全面
に露出され、Ｓｉ基板５０のエッチングが終了するため、ＡｌＮ層６０ｂが表面全面を覆
っている（図８（ｄ））。その後、シリコン基板５０を除去した後に、ＡｌＮ層６０ｂを
わずかにエッチングすれば、ＧａＮ部分（突起部６０）を一部の表面に露出させることが
できる（図８（ｅ））。さらに、エッチングを続ければ、ＡｌＮとＧａＮのエッチングの
選択比により、表面に凹凸形状を形成することができる（図８（ｆ））。
【００３５】
　本実施形態にかかる他の製造方法によれば、ＧａＮ層１０ａにおける転位の挙動を比較
的容易に制御することができる。なお、本実施形態にかかる他の製造方法では、シリコン
基板５０の表面が部分的に露出するまでＡｌＮ層６０ａをエッチングした後にＡｌＮを薄
く形成し、ＡｌＮ層６０ａに凹凸形状を形成してもよい。例えば、Ｓｉ基板上に、部分的
に表面を覆うＡｌＮ突起を形成した後、ＭＯＣＶＤ装置により、まず２０～２００ｎｍ程
度のＡｌＮ層を成長し、Ｓｉ表面をすべてＡｌＮ層で被覆する。その後のプロセスは、前
述と同様である。
【００３６】
　次に、他の実施の形態について説明する。　
　図９（ａ）および図９（ｂ）は、さらに他の実施の形態にかかる半導体発光素子を説明
する断面模式図である。
【００３７】
　図９（ｂ）に表したように、本実施形態にかかる半導体発光素子１５０は、ｐ形層（第
２半導体層）２０、ＭＱＷ活性層（発光層）３０、ｎ形層（第１半導体層）１０のＬＥＤ
積層構造が用いられている。ｎ形層１０は、厚さ３μｍのｎ形窒化ガリウム結晶からなる
が、このｎ形ＧａＮ層表面（光取り出し面１０ｂ）には、１μｍの凹凸加工が施されてい
る。この凹凸部１０ｄの凸部上１０ｅが、ＡｌＮで形成されている。この構造は、図２に
示した構造に類似であるが、ＧａＮ層側に深く凹部１０ｆが形成され、またエッチング後
のＡｌＮの突起部６５は、柱状から錐状に近い形状をしている。このように、凹凸が深い
ほうが光取り出し効率の観点では有利になる。
【００３８】
　前述したような凹凸加工は、ＧａＮ結晶層（ＧａＮ層１０ａ）を成長用基板であるシリ
コン結晶（シリコン基板５０）から剥離し、シリコン基板５０上に最初に形成したエッチ
ング前のＡｌＮの突起部６０及びＧａＮ層１０ａを露出させた後に、さらにＣｌ系ガスに
よるドライエッチングを施すことにより得ることができる。
【００３９】
　具体的には、図９（ａ）で示されるように、ＧａＮ面（ｎ形層１０）上にＡｌＮの突起
部６０構造が形成された面に対してＣｌ系ガスでドライエッチングを施した際に、ＧａＮ
とＡｌＮに対してエッチングの選択性がある。そのため、ＡｌＮの突起部６０は、その頂
面端部をエッチングしながらも突起全体が除去されることはない。一方、下地に露出して
いるＧａＮ層に対しては深くエッチングが進行するため、図９（ｂ）に示すように、より
凹凸が強調された形状ができる。
【００４０】
　図１０（ａ）および図１０（ｂ）は、さらに他の実施の形態にかかる半導体発光素子を
説明する断面模式図である。　
　図１０（ｂ）に表したように、本実施形態にかかる半導体発光素子１６０では、エッチ
ング前のＡｌＮの突起部６０の大きさ（横方向の幅）及び間隔を不規則に配置している。
これにより、ドライエッチング後の凹凸の形状により不規則性をもたらすことが可能であ
る。
【００４１】
　すなわち、図１０（ａ）および図１０（ｂ）に表したように、ＡｌＮの突起部６０の頂
面端部からのエッチングの進行により、幅の小さなＡｌＮの突起部６０は高さ方向でも縮
小される。これに対して、幅の大きな突起部６０では高さ方向にはエッチングの進行が小
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突起部６０の間隔が広い部分ではＧａＮ層（ｎ形層１０）のエッチングが深く進行する。
一方、間隔が狭い部分ではＧａＮ層のエッチング深くは進行しない。このような作用によ
り、図１０（ｂ）に示すように、凹凸の頂点にＡｌＮの突起部６５を有し、かつ、より不
規則性の強調された凹凸を有する形状が作成できる。本実施形態では、凹凸の深さのばら
つき（高低差）は６００ｎｍ～１．５μｍ程度である。このように凹凸に不規則性が高い
形状では、光取出し効率がより高くなる。
【００４２】
　なお、本明細書において「窒化物半導体」とは、ＢｘＩｎｙＡｌｚＧａ１－ｘ－ｙ－ｚ

Ｎ（０≦ｘ≦１，０≦ｙ≦１，０≦ｚ≦１，ｘ＋ｙ＋ｚ≦１）なる化学式において組成比
ｘ、ｙ及びｚをそれぞれの範囲内で変化させた全ての組成の半導体を含むものとする。ま
たさらに、上記化学式において、Ｎ（窒素）以外のＶ族元素もさらに含むもの、導電形な
どの各種の物性を制御するために添加される各種の元素をさらに含むもの、及び、意図せ
ずに含まれる各種の元素をさらに含むものも、「窒化物半導体」に含まれるものとする。
【００４３】
　なお、本願明細書において、「垂直」及び「平行」は、厳密な垂直及び厳密な平行だけ
ではなく、例えば製造工程におけるばらつきなどを含むものであり、実質的に垂直及び実
質的に平行であれは良い。
【００４４】
　以上、具体例を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明は
、これらの具体例に限定されるものではない。例えば、半導体発光素子及びウェーハに含
まれる基板、低屈折率層、活性層、および半導体層などの各要素の具体的な構成に関して
は、当業者が公知の範囲から適宜選択することにより本発明を同様に実施し、同様の効果
を得ることができる限り、本発明の範囲に包含される。　
　また、各具体例のいずれか２つ以上の要素を技術的に可能な範囲で組み合わせたものも
、本発明の要旨を包含する限り本発明の範囲に含まれる。
【００４５】
　その他、本発明の実施の形態として上述した半導体発光素子、ウェーハ及び窒化物半導
体結晶層の製造方法を基にして、当業者が適宜設計変更して実施し得る全ての半導体発光
素子、ウェーハ及び窒化物半導体結晶層の製造方法も、本発明の要旨を包含する限り、本
発明の範囲に属する。
【００４６】
　その他、本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想
到し得るものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了
解される。
【００４７】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００４８】
　１０ ｎ形層、　１０ａ ＧａＮ層、　１０ｂ 光取り出し面面、　１０ｃ 凸部、　１０
ｄ 凹凸部、　１０ｅ 凸部上、　１０ｆ 凹部、　２０ ｐ形層、　３０ 活性層、　４０ 
支持基板、　５０ シリコン基板、　６０ 突起部、　６０ａ、６０ｂ ＡｌＮ層、　６５ 
突起部、　７０ 細線電極、　７５ 透明導電体膜、　８０ 反射金属、　１１０、１２０
、１３０、１４０、１５０、１６０ 半導体発光素子、　２１０ ウェーハ
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